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②【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益   

総合あっせん収益 ※１  142,110 －

個品あっせん収益 ※１  10,952 －

クレジットカード収益   

カードショッピング － ※１  144,206

カードキャッシング － ※１  119,320

クレジットカード収益合計 － 263,526

融資収益 ※１  187,949 －

ファイナンス収益 － ※１  42,561

信用保証収益 24,050 16,966

その他の収益 36,157 38,556

金融収益   

受取利息 2,626 1,809

受取配当金 469 392

その他 12 －

金融収益合計 3,108 2,202

営業収益合計 404,328 363,813

営業費用   

販売費及び一般管理費   

支払手数料 64,018 65,142

貸倒引当金繰入額 137,052 72,632

利息返還損失引当金繰入額 25,184 20,521

給料及び手当 50,102 37,383

退職給付費用 732 1,282

通信費 － 17,343

賃借料 15,881 －

委託加工費 35,784 40,656

減価償却費 17,332 17,860

その他 77,981 69,475

販売費及び一般管理費合計 424,070 342,298

金融費用   

支払利息 ※２  22,078 ※２  18,636

その他 465 110

金融費用合計 22,544 18,747

営業費用合計 446,614 361,046

営業利益又は営業損失（△） △42,285 2,767

営業外収益   

保険配当金 385 440

雑収入 28 58

営業外収益合計 413 499

営業外費用   

自己株式関連費用 － 50

株式交付費 541 －

雑損失 31 64

営業外費用合計 573 114

経常利益又は経常損失（△） △42,445 3,151
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※３  － ※３  47

投資有価証券売却益 12,329 9,772

投資有価証券償還益 26,506 －

関係会社株式売却益 399 －

関係会社清算益 133 －

受取損害賠償金 1,211 －

抱合せ株式消滅差益 324 －

特別利益合計 40,903 9,820

特別損失   

固定資産売却損 ※４  52 ※４  47

固定資産処分損 ※５  375 ※５  354

減損損失 ※７  6,607 ※７  191

投資有価証券評価損 267 1,463

その他関係会社有価証券評価損 － 771

構造改革損失引当金繰入額 ※８  60,040 ※８  6

ギフトカード回収損失引当金繰入額 2,333 －

投資有価証券売却損 1,318 －

関係会社株式評価損 5,816 －

合併関連費用 ※６  1,107 ※６  －

大量退職に伴う退職給付費用 662 －

特別損失合計 78,582 2,835

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △80,123 10,137

法人税、住民税及び事業税 134 18

法人税等調整額 511 1,665

法人税等合計 645 1,683

当期純利益又は当期純損失（△） △80,769 8,453
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平成２０年６月１３日
 

 
  

  

   
  

 
  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている三菱ＵＦＪニコス株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連

結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三

菱ＵＦＪニコス株式会社及び連結子会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より、

固定資産の減損に係る会計基準の適用にあたっての資産のグルーピング単位を変更している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成２０年４月１日に株式会社ジャックスへの個品割賦事業の承

継のために会社が設立した子会社への会社分割による事業承継及び当該子会社株式の譲渡を実施している。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成２０年５月２８日開催の取締役会において、株式会社三菱Ｕ

ＦＪフィナンシャル・グループを株式交換完全親会社、会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議

し、同日付で株式交換契約を締結した。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上
  

 

独立監査人の監査報告書
 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ ニ コ ス 株 式 会 社 

取   締   役   会 御中 

監 査 法 人 ト ー マ ツ

指定社員 
  
業務執行社員 

公認会計士 秋  山  卓  司  

   

指定社員 
  
業務執行社員 

公認会計士 桃  崎  有  治  

   

指定社員 
  
業務執行社員 

公認会計士 鈴  木  泰  司  

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 前連結会計年度の連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成２１年６月１５日
 

 
  

  

   
  

 
  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている三菱ＵＦＪニコス株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連

結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三

菱ＵＦＪニコス株式会社及び連結子会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上
  

 
  

独立監査人の監査報告書
 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ ニ コ ス 株 式 会 社 

取   締   役   会 御中 

監 査 法 人 ト ー マ ツ

指定社員 
  
業務執行社員 

公認会計士 秋  山  卓  司  

   

指定社員 
  
業務執行社員 

公認会計士 桃  崎  有  治  

   

指定社員 
  
業務執行社員 

公認会計士 鈴  木  泰  司  

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成２０年６月１３日
 

 
  

  

   
  

 
  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている三菱ＵＦＪニコス株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第１期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱Ｕ

ＦＪニコス株式会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準の適用にあたっ

ての資産のグルーピング単位を変更している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成２０年４月１日に株式会社ジャックスへの個品割賦事業の承

継のために会社が設立した子会社への会社分割による事業承継及び当該子会社株式の譲渡を実施している。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成２０年５月２８日開催の取締役会において、株式会社三菱Ｕ

ＦＪフィナンシャル・グループを株式交換完全親会社、会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議

し、同日付で株式交換契約を締結した。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上
  

 

独立監査人の監査報告書
 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ ニ コ ス 株 式 会 社 

取   締   役   会 御中 

監 査 法 人 ト ー マ ツ

指定社員 
  
業務執行社員 

公認会計士 秋  山  卓  司  

   

指定社員 
  
業務執行社員 

公認会計士 桃  崎  有  治  

   

指定社員 
  
業務執行社員 

公認会計士 鈴  木  泰  司  

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 前事業年度の財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成２１年６月１５日
 

 
  

  

   
  

 
  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている三菱ＵＦＪニコス株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第２期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱Ｕ

ＦＪニコス株式会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上
  

 

独立監査人の監査報告書
 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ ニ コ ス 株 式 会 社 

取   締   役   会 御中 

監 査 法 人 ト ー マ ツ

指定社員 
  
業務執行社員 

公認会計士 秋  山  卓  司  

   

指定社員 
  
業務執行社員 

公認会計士 桃  崎  有  治  

   

指定社員 
  
業務執行社員 

公認会計士 鈴  木  泰  司  

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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